
 

平成２２年９月 

消 費 者 庁 

 

多重債務問題に関する地方公共団体の取組例（平成２１年度） 

（地方消費者行政活性化基金を活用したもの） 

 

 

 以下は、平成２１年度に都道府県・政令指定都市が地方消費者行政活性化基金を活用

して多重債務者対策を実施したもののうち、消費者庁で把握した取組の例を内容ごとに

記載したものである。 

 

 

１ 無料相談会等の実施 
 

○宮城県 

「多重債務者相談強化キャンペーン」期間中に、従来、県内７箇所（１６日間）で

無料相談会を開催していたところ、県内４圏域ごとに２日ずつ拡充。 

 

○群馬県 

各市消費生活センターに多重債務者支援団体の相談員を派遣し、生活再建相談会

（出張相談会）を実施。平成２１年７月から平成２２年３月まで各市センターにおい

て１２回開催。 

 

○さいたま市 

専門家の協力の下で多重債務の専門相談会を３回実施。 

 

○大阪市 

弁護士・司法書士による無料相談会を実施（平成２２年１月、３月に１週間ずつ）。 

 

○島根県 

面接及び電話による特別無料相談を実施（平成２１年９月から平成２２年３月にか

けて計５日間）。 

 

 

２ 相談窓口の高度化 
 

○秋田県 

県生活センターの日曜相談（月２回）において、多重債務に関する弁護士の無料相

談を開催。年間２４回開催のうち基金事業で７回実施。 
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○千葉市 

毎月２回、弁護士による多重債務特別相談を無料で実施。年間２４回のうち基金事

業で６回実施。 

 

○富山県 

消費生活センターに多重債務専門相談員として弁護士や司法書士を配置（平成２１

年５月から週１日午後）。 

 

○山梨県 

弁護士による休日の無料相談会を開催（平成２１年８月～平成２２年３月）。相談

対応は弁護士が行い、県民生活センターの相談員等が同席して記録を行う。 

 

○宮崎県 

ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会より推薦のあったファイナン

シャル・プランナーに、多重債務者支援アドバイザーとして、県消費生活センター等

において月６回、消費生活相談員と一緒に、多重債務者への助言・指導を行ってもら

う（平成２１年１２月～平成２２年３月）。 

 

○北九州市 

消費者トラブル法律無料相談の実施（一般消費トラブルと多重債務の２種類の法律

相談を、基金の活用により統合・拡充）。平成２１年７月以降、弁護士、司法書士に

よる相談を週１日ずつ午後に実施。 

 

 

３ 相談員等の研修 
 

○仙台市 

庁内の窓口担当者を対象に研修会を実施。 

 

○群馬県 

ＮＰＯの支援団体を講師として、消費生活相談員への研修を実施（年４回の研修の

うち、１回が多重債務問題）。 

 

○兵庫県 

相談員を対象に弁護士、司法書士による研修会を実施（平成２１年１１月、平成２

２年２月に計４日実施）。 

 

○高知県 

多重債務者対策の理解を深めてもらうとともに、近隣市町村での関係部署とのネッ

トワークづくりのきっかけとするため、市町村の消費者行政担当職員のみならず、税

や福祉担当職員等を対象としたブロック別の研修会を開催。 



 

○山口県 

福祉関係者を対象とした研修を実施。 

 

○熊本県 

「消費生活相談員養成事業」の座学研修の中で、多重債務問題を取り上げ（５時間）。 

 

 

４ 消費者向け広報・啓発 
 

○仙台市 

多重債務リーフレットを購入し活用。 

 

○岐阜県 

コンビニエンスストア（のべ５社）のＡＴＭ画面にて多重債務相談窓口を周知（平

成２１年１１月～平成２２年３月）。 

 

○愛知県 

弁護士・司法書士等による無料相談会の広報用ポスターや、相談を促し窓口を周知

する啓発リーフレットを作成。 

 

○滋賀県 

多重債務啓発用チラシの作成、多重債務１１０番啓発用ジャンパーの作成。また、

啓発番組（４分×１２話）を制作し地元テレビ局において放送（うち１回は多重債務

問題を取り上げ）。 

 

○鳥取県 

「多重債務相談強化キャンペーン」の時期に、タレントとファイナンシャルプラン

ナーを招いた講演会を実施。また、テレビ・ラジオスポットやポスター・ちらしを用

いたメディアミックス広報を実施。 

 

○島根県 

多重債務・ヤミ金の相談窓口周知チラシを印刷し、金融機関（地銀、信金等）、公

民館等に配布（平成２２年３月）。 

 

○高知県 

多重債務やその他の消費者トラブルに陥りやすい若年層を対象に、契約トラブル等

に気付き、相談を促す広告をタウン情報誌及び求職情報誌に掲載（５誌に計１３回）。 



消費生活センター（一部）に寄せられた多重債務相談の概況（９月７日時点） 

消費者庁 
 
 

相 談 内 容 ／ 月 ５月 ６月 ７月 ８月 合計 

①   総量規制に関する相談 ３８ １１５ ８４ ３８ ２７５

②   過払金返還請求に関する相談 ２９ ４４ ３８ ４４ １５５

③   ヤミ金融に関する相談 ６８ １０１ １０３ １０６ ３７８

④   その他の相談（一般の多重債務相談等） １,３６７ １,６３９ １,４５４ １,２４６ ５,７０６

うち、借入困難等の理由につき「専業主婦

(夫)」であるとの言及があったもの 
２４ ２５ １７ １７ ８３

合 計 １,５０２ １,９１７ １,６７９ １,４３４ ６,５３２

（注）報告のあった相談件数のうちには、①～④の分類が付されていないものがあり、それらは月別合計欄にのみ計上している。 
 
（調査の概要） 
● 本調査は、全国の消費生活センター（窓口）のうち一定の条件（週４日以上開所、ＰＩＯ－ＮＥＴ設置）に該当する

もの５４９ヶ所に任意で月ごとに提出を依頼しているものである。 
本表では、９月７日時点で５～８月のすべての月に回答のあった消費生活センター（１５３ヶ所；調査対象全体の２

７．８％）の相談件数のみを計上している。 
 
（結果の概要） 
● いずれの月においても、相談件数の大部分（９割弱程度）を一般の多重債務相談等が占めている。 
● 法施行月（６月）に相談件数が増加したが、７月にはやや減少し、８月にはさらに減少している模様がうかがわれる 
● ６月及び７月には、総量規制に関する相談（①）がやや増加したことがうかがわれる。 
● 借入困難等の理由につき「専業主婦（夫）」であるとの言及があった相談の件数（④の内数）は、相談全体の１～２％

程度にとどまっている。 



（参考）消費生活センターから消費者庁に回答のあった相談件数総数（９月７日時点） 

 
 

相 談 内 容 ／ 月 ５月 ６月 ７月 ８月 合計 

①   総量規制に関する相談 １４３ ３９４ ２６８ ４７ ８５２

②   過払金返還請求に関する相談 １１９ １７１ １２９ ４８ ４６７

③   ヤミ金融に関する相談 ３５０ ３５７ ３３２ １２１ １，１６０

④   その他の相談（一般の多重債務相談等） ４，６９９ ５，５９２ ４，７５７ １，５２４ １６，５７２

 
うち、借入困難等の理由につき「専業主婦

(夫)」であるとの言及があったもの 
５８ ６６ ３６ １９ １７９

合 計 ５，３１１ ６，５２９ ５，４７７ １，７４２ １９，０５９

      
提 出 割 合 (*) ７０．１％ ６７．２％ ６７．９％ ３６．２％ － 

（注）報告のあった相談件数のうちには、①～④の分類が付されていないものがあり、それらは月別合計欄にのみ計上している。 
 
（調査の概要） 
● 本調査は、全国の消費生活センター（窓口）のうち一定の条件（週４日以上開所、ＰＩＯ－ＮＥＴ設置）に該当する

もの５４９ヶ所に任意で月ごとに提出を依頼し、回答のあったセンターの相談件数を集計したものである。 
● したがって、本表は、全国の消費生活センターに寄せられたすべての相談件数の推移等を示すものではない。また、

新しい月の提出割合が低くなっている点に留意する必要がある。 
    (*) 提出割合：提出のあった消費生活センターの数を５４９で割ったもの 

 
 

 


